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644,078 139

19,600 4,378

827,814 18,549

1,491,492 23,066

137,908

426,713

564,621 0

362,432

174,499 15,713

536,931 15,713

2,593,044 38,779

368,193

合計 1,206,140 0 257,000 1,091,125

保 健 衛 生 費 9,592 28,442 120,752
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後期高齢者医療保険 56,710 58,281 247,441

小 計 66,302 0

社

会
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険
小 計 96,339 0 89,271

86,723

343,921

介 護 保 険 17,535 78,004 331,174

国 民 健 康 保 険 78,804 11,267 47,837

170,490

児 童 福 祉 費 610,207

老 人 福 祉 費 2,902 12,320

37,947 161,111

社

会
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社 会 福 祉 費 433,292 40,157

小 計 1,043,499 0 81,006

消費税引上げ分に係る地方消費税交付金の使途状況

（単位：千円）

事 業 名 経 費

特 定 財 源 一 般 財 源

国 （ 県 ）
支 出 金

地 方 債

　平成26年4月1日より、消費税率（国・地方）が5％から8％（うち地方消費税率については1％か
ら1.7％）へ引上げられ、また、令和元年10月1日からは8％から10％（うち地方消費税率について
は1.7％から2.2％）へ引上げられました。引き上げの趣旨は、主として今後も増加が見込まれる
「社会保障4経費」（年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要
する経費）の財源確保にあることから、その使途については地方税法により、「社会保障施策に
要する経費」に充てるものとされています。庄内町における地方消費税交付金の令和4年度予算額
は4億3,700万円であり、そのうち「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされている額は2
億5,700万円です。
　一方、「社会保障施策に要する経費」の事業費総額は25億9,304万4千円となっております。こ
れらの事業に対し、地方消費税交付金のうち「社会保障施策に要する経費」とされた2億5,700万
円を充当し、財源確保を図っています。
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